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    ＮＨＫとメディアを考える東海の会 特別講演会（2019.10.6）の概要 

「公共メディア」ＮＨＫの光と影 

講師 小田桐誠 

はじめに 

公共メディアという言葉はビデオオンデマン

ドとか、常時同時配信をやり始めるという計画

が上がってきた頃から言われ始めた。それまで

は公共放送、放送だった。 

放送には国営放送と公共放送、民間放送があ

る。国営放送は中国電視台ＣＣＴＶや、ほとん

ど国営放送のようなロシア、北朝鮮の国営放送

です。民間放送は日本ではラジオやＢＳなども

含めて 194 社。民間放送は広告、コマーシャル

で収益を上げる。国営放送というのは国がお金

を出している。 

公共のうち公というのは、元々朝廷とか、時

の政権であるとか、幕府であるとか、要するに

お上、という意識がずっと日本の体質の中につ

くられてきたのではないかという気がします。 

それに対して共というのは、共（とも）になん

ですね。一緒にとかいう意味です。縦の関係に

ある公と横の関係である共と、非常に矛盾した

字が並んでいる。それはある意味で今の NHK

を象徴しているような気がします。 

僕は青森生まれですが、東北の人は非常にま

じめで秋田とか山形とかは受信料の支払い率が、

日本でトップクラスです。９７％、９８％で、き

っと税金のような感覚で払っている方もいらっ

しゃるのではないかと思います。 

そういう公共放送、というのは非常にわかり

にくい。今回、放送レポートに書いた中で、NHK

の報道、中でも政治報道の問題点を指摘すると

ともに、現役の人は実名で話してくれるのはな

かなか難しい。しかし、4 人の方に問題点を指摘

して、最近の NHK の報道とか公共放送とはど

んなイメージをもたれているのか、聞きました。

そこで出て

きた話と、

私が思って

いることと

現状の話を

したいと思

います。 

 

 

１．報道、特に政治報道の現状 

問題点を挙げたらきりがないので 3 つに絞り

ます。 

去年（２０１８年）の 8 月 26 日、自民党総裁

選で安倍首相は 3 選を石破茂さんと争った。そ

の時 NHK は、鹿児島県の桜島をバックにして

出馬表明した安倍首相を生放送した。解説した

NHK の政治部の記者は何と言ったか。「今年は

明治維新から 150 年、維新ゆかりの地、鹿児島

を発信地とすることで、新しい国づくりへの意

欲を示す狙いもあったものと思われます」。まる

で政府広報です。そこにＢＧＭでも付けると政

府のプロモ―ションビデオになってしまう。こ

れって報道なの、ということです。要するに首

相の意向というか官邸の意向を代弁している。

しかも生でやるっていうのは、びっくりしまし

た。 

2 番目は逆で、今年の 1 月 6 日放送の日曜討

論「安倍首相に聞く 新年にあたって」で、沖

縄・辺野古の基地建設の問題をめぐって、安倍

首相はこんな話をしたのです。「土砂投入に当り

サンゴは移している」。しかし、実際に移したの

は、区域外にある一部のサンゴです。埋め立て
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区域内にある 7 万 4 千とも云われているサンゴ

は全く移植されていなかった。日曜討論が放送

されたその日の内に沖縄の玉城デニー知事が

「現実はこうなっていません」と反論しました。

この番組を収録したのは１月 4 日です。ですか

ら 2 日間、昼に収録したとしても、どう逆算し

ても 1 日半ぐらいの調べる時間があるはず。要

するにファクトチェックをしてない。普通であ

れば、司会の伊藤雅之さんは国際畑の人で解説

委員ですが、「2 日前に収録した首相のインタビ

ューではこういう発言をしていますけど、ＮＨ

Ｋが調べたところでは、こういう実態になって

おります」ときちんと伝えなければいけないし、

その前に発言があった 4 日の収録の時点で伊藤

さんは、いや具体的にいつどのような形で移植

したのですかと、聞かなきゃいけない。4 日に収

録したものをそのまま 6 日に放送した。最近フ

ァクトチェックが大事になってきていますが、

それをしてなかった。 

3 番目。今年の 6 月下旬、大阪でＧ２０が開

かれました。安倍首相は、プーチン・ロシア大統

領と、いろんな国際会議のさなかに 2 人で会談

している、これまでに 27 回会談しています。ふ

つう 27 回も会談していると、具体的に日ソでど

ういう経済の共同開発をするのか、もともと 4

島に住んでいた住民の往来をもう少し円滑に、

頻繁に行う手立てはないのかということも話し

ているはずですが、半歩でも進んでいないのか。

ＮＨＫの報道はそういう検証をしないのです。 

ＮＨＫは岩田明子という有名な首相官邸番記

者がいます。彼女は山口でプーチン大統領と会

談した時もですけど、いかにも安倍首相が頑張

っている、安倍首相に期待するしかない、とい

うようなレポートを毎回のように出しています。

今回、Ｇ２０のあと朝鮮半島で何があったか覚

えていますか。トランプ米大統領が板門店に行

ったのです。で、北朝鮮の金正恩と握手した、そ

の場に文在寅韓国大統領もいた。安倍首相は蚊

帳の外ということです。その前に岩田明子記者

はどういうふうにレポートしていたか。朝鮮半

島での米朝、韓国も含めた懸け橋になれるのは

安倍首相と言ってきたのに、懸け橋の人が全く

蚊帳の外だったのですね。  

それから、気になるのは言葉使いです。私も

物書きですから、どういう言葉を使うか、政府

の発表する言葉を使えば正しいというわけでは

ありません。共謀罪という法律が成立したとき、

政府は共謀罪とは言っていない。菅義偉官房長

官の会見でも「テロ等準備罪」という言い方を

している。ＮＨＫもその通り、「テロ等準備罪」

と言っている。民間放送の中では、特に報道特

集の金平さんらは「共謀罪」と言っていた。さっ

きの辺野古、サンゴを移した、だいたい民放の

ニュースとか新聞は「辺野古の新基地建設問題」

という表現を使います。ＮＨＫのニュースは「普

天間基地移設問題」と言っています。辺野古基

地建設と普天間基地移設はセットといわれてい

ますが、アメリカは辺野古を望んでいるわけで

はない。海兵隊はたかだか 2 千人ですから、移

設で利益を得るということはできません。他の

基地から飛んできても問題はない。 

最近でいうと、韓国の徴用工裁判です。ＮＨ

Ｋも途中までは徴用工裁判、徴用工という言葉

を使った。ところが政府が「朝鮮半島の労働者

等」と使い始めたら、今度は徴用工から工をと

って徴用問題ということばをニュースで使い始

めました。徴用工問題から発して、現在の日韓

問題が生じていると私は認識しています。 

日本政府は韓国に向けた半導体の輸出規制を

しましたね。徴用工の判決があって一連の輸出

規制を考えた。批判されると、政府は輸出規制

という言葉を使わなくなった。輸出管理に変え

た。だけど事の本質は輸出規制です。徴用工裁

判は、1965 年の日韓請求権協定でも、これは国

家間の問題であって個人の問題というのは消滅

していないと、2018 年 10 月 29 日、河野外務大
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臣も国会で答弁しています。個人の問題は縛ら

れません。中国とでも日中の平和条約で国家間

では解決していますが、最近でも中国の個人）

の賠償については、日本製鉄や三菱重工がきち

っと賠償している。中国は賠償するけど、何で

韓国には賠償しないの、という報道もない、そ

こら辺をきちっと詰めていかないといけない。 

この東海の会も籾井元ＮＨＫ会長の例のとん

でも発言が発足のきっかけになったのでしょう

が、まさにＮＨＫの報道を見ていると、政府が

右というものを左というわけにはいかない、と

いう報道ですね。ま、わかり易いと言えばわか

り易い。だけど公共放送です。政府は金を出す

から口も出す。だけどＮＨＫは、国は金を出さ

なくても口は出せる、予算とか事業計画を握っ

ているからです。報道だけではなく、すごく気

になっているのは、制作局のつくる番組です。

ＥＴＶ特集、今年の夏の戦争関連番組、2・26 事

件であるとか、こういう、いい番組もいっぱい

ありました。素晴らしいと思います。ハートネ

ットＴＶなんかも、少数者に寄り添う番組など、

非常に熱心に作っています。 

もうＮＨＫを辞めているのですけど、相田洋

（ゆたか）さんという制作者が「電子立国日本

の自叙伝」というシリーズのドキュメンタリー

番組を作っているときに、僕がその番組のこと

を取材したのが縁で、手紙であるとか、年賀状

のやり取りをするようになった。最近相田さん

が作った番組で、母親が認知症で徘徊したりし

てもうへとへとになった。と言っても、そこで

制作者魂のようなものが騒いだんでしょうね。

本人はヨドバシカメラから小型のカメラを買っ

て、母親の様子や日常を撮り始めた。それを母

親が通っている医者に話したり、ＮＨＫの知り

合いにこんなことやってるよといったら、それ

って番組にできないかとなった。「いやとんでも

ない」と本人は断ったそうです。 

お母さんがお世話になった病院の先生に請わ

れて、その介護体験を話すことになったり、映

像クリップ集をつくっているのがＮＨＫのプロ

デューサーが知ることになって「それは是非番

組にしてほしい」と言われ、「まあしょうがない、

長年お世話になったＮＨＫに少しでも恩返しで

きれば」ということで、「鼓（つつみ）の家」と

いうタイトルで放送されました。 

そのとき彼は率直な感想を寄せてくれた。10

数年ぶりにＮＨＫの皆さんと仕事することにな

ったけど、最も感じたことは委縮する現場の姿

でした。何かの怯え、異論を呼びそうな事柄に

ついては先回りして自粛する姿勢に驚きました。

何に対して自粛するのか事柄によって違う、も

ちろんモンスター視聴者かもしれませんし、ネ

ットによる攻撃かもしれない。それらを意識し

て先回りして自粛するということが一つ。 

もう一つは番組の情報化です。本人の番組の

コンセプトというのは、人類がいまだ経験した

ことのない高齢者社会を極私的視点で、客観報

道ではなくて主観ドキュメンタリーの視点でそ

のディテールを記録して伝えることだと考えた。

ところがＮＨＫのプロヂューサーたちはあらゆ

る局面で視ている人の役に立つ情報、例えば介

護の制度の仕組みだとか、患者さんを見ている

病院でちょっと転倒するとすぐ連絡がくる。そ

ういうやり取りや情報的なものを挿入しようと

する。 

最後にまとめとして、ＮＨＫは報道言論機関

ではなくて、たんなる報道機関になってしまっ

た、というのが相田さんの手紙にありました。 

 

２．それぞれの立場でできることは？ 

そういう現実をどう変えていくことができる

のか。それぞれの立場でできることは何かと､当

会からリクエストがあり､いろいろ考えました。 

① ＮＨＫ職員として 

僕は、ＮＨＫ本体の職員や放送局長や関連会

社の役員をしている人などから入局して 2 年目
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の新人まで、何十人も現役の職員を知っていま

す。ＮＨＫ職員というのは、自分たちの給料は

視聴者からもらっているのだと頭の片隅に常に

入れておく、入れておかなきゃだめだと思うの

です。視聴者から自分は給料もらっているのだ

と、ということを意識する。 

二つ目は戦前の教訓です。戦前はラジオだけ

だったが、あれだけ関東軍が独走したりとか、

玉砕とか、特攻を煽った。特に満州事変の前ぐ

らいまでは、新聞やＮＨＫのラジオも、まだ批

判的なところもあったようですが、勝った勝っ

たと、その方が新聞も売れるわけです。リスナ

ーも喜ぶ。国策放送と化した戦前のそのＮＨＫ

ラジオから戦後は、憲法と放送法のなかで再出

発した、ということをきちっと忘れないことだ。

ワイツベッカー元西独大統領ではないですけど、

過去の歴史に目を閉じるものは、未来に対して

も盲目になる、まさにそういうことだ。 

② ＮＨＫＯＢ 

ＮＨＫに不祥事はいろいろありますが、僕の

親しい副会長までやった人が、小田切さん 1 万

人以上職員がいるので事件を起こすやつもい

る、まあ色々いてしょうがないんだよ」と言い

ます。それは本音だと思います。 

不祥事のなかで一番視聴者が怒るのは、お金

にまつわる話です。ＮＨＫのＯＢは、厚生年金

プラス企業年金、こんなに年金もらっているの

かと思われる。その企業年金分の補填の為にま

たお金をつぎ込んだりということが報道され

る。すると、ふざけるな、自分たちは年 100 万

ぐらいの年金しかもらっていないのに、自分た

ちの 5 倍かよと怒りを買う。厚生年金で 40 数

年間かけても 200 数十万ぐらいですね。とこ

ろがＮＨＫではその倍ぐらいもらっている、僕

はもらっていてもいいと思うのです。だけど、

お金に関してはうるさい。次に性犯罪です。盗

撮とか、痴漢しちゃったとか。 

みなさん記憶にあると思いますが、ＮＨＫの

紅白歌合戦のプロデューサーが自分の友達の

会社をトンネル会社にして、ポケットにお金を

入れていたのに続いて、ソウルの支局長は飲み

食いで年間何百万使ったとか、次々お金の話題

になったときに 148 万件の滞納が出た。現場

の人に聞くと、あれ実は 148 万件の倍も「受

信料を止めます」ときたそうです。何とか現場

で頭下げたり、説明したり、場合によっては土

下座したりして払ってくださいというので、何

とか 148 万件に収まった、というのが実態で

す。お金のことが一番シビアです。 

ＯＢの方は自分の年金について、袋たたきに

会うのではないかと考えないできちんと話をし

た方が良いと思います。良くも悪くも公正な広

報マンになる、ＮＨＫは先ほどのいい番組を放

送している、今度も 8 月の戦争関連の番組を楽

しみにしてよ、と、でその番組はどこがすぐれ

ているのか、というようなことを周りに、口コ

ミでもメールなどで送信してもいい。また、不

祥事が起きたとき、その背景や要因が何なのか

を、身近な人にきちんと説明することは大事な

役割ではないかと思います。 

③視聴者として 

僕は去年の 6 月から視聴料の支払いを留保し

ている。実はこの支払保留権というのは日放労

という NHK の労働組合も、日放労ブックスと

いう 1996 年に出した新書版の本で「もし視聴

者の権利として NHK がけしからん、不祥事が

続いている、番組内容が非常に偏っている、政

権寄りだ、だったら、そういう場合は支払いを

留保してください」とかつて言っていた、それ

は非常に大事だと思います、批判ばかりして留

保してけしからんと怒っていればいいかという

のではなく、やはり僕らの運動で大事なのは、

批判だけでなくて具体的な提案といいますか、

NHK が視聴者にとって大事な公共放送のメデ

ィアとしてその背筋を伸ばしてくれる為にはど

うしたらいいのか、という改革試案みたいなも
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のを具体的に提案していかないといけない。東

海の会も NHK だけでなくて、他のメディアも

ウォッチングしていくようですが、そういう情

報をきちっと交流するということが大事かなと

思います。 

新聞も読者の投稿欄がありますが、そこで励

まされるとやはりうれしい、力になる、という

ふうに言います。表現に関わることに関しては

黙っていないぞと、情報交換したり、議論を戦

わせる、ということと、個人で考えた改革試案

というのはどうするのか、というのを団体とし

て討論し纏めてみる、場合によって NHK が 3

か年計画作成でパブリックコメントを募集して

いたりするが、そのときにきちんと意見を言う、

パブリックコメントの募集があったら積極的に

応募していく、ということだと思います。全国

各地いろんな市民団体が、この間 NHK の問題

を中心に、民放だとか新聞も含めて、メディア

に関わる団体ができました。 

あいちトリエンナーレ不自由展を再開するプ

ロジェクトチームをつくる、という話があった

ときにその事務局をメディア総研に置いてくれ

ないかという話があって、メディア総研の運営

委員会で了解しました。いろんな団体をつなぐ

役割をできればいいと、多くの運営委員がそう

考えていると思います。 

 

３．具体的な放送および NHK 改革試案 

編集の段階で口出しをしてくる編集長だとか

プロデューサーだとか番組担当者がいるわけで

す。なぜ編集権が大事なのか。これは視聴者市

民の知る権利に応えるためにはきちんと事実に

即して、時の政権に不都合な部分が含まれてい

たにしてもきちんと伝える。例えば首相官邸と

か、それぞれの官庁に記者クラブを置いている。

記者クラブはいろいろ批判もありますが、なぜ

ある種の特権が与えられているのか、権力チを

チェックしてそこに近づけない視聴者市民の変

わりにそれを伝えるという役割がある。その時

に大事になってくるのは編集権です。ETV 特集

「問われる戦時性暴力」で、第 2 回目の放送が

4 分ほどカットされた。僕は両方とも見ました

が、削られていない版、2 分ちょっと削られた

版、4 分ぐらい削られた版と三つあり全部見ま

したが、最初のと 4 分ほど短いものとで、まっ

たく何を言ってるのか分からない番組になって

しまいました。取材に応じた人たちが怒ると思

います。 

編集権が比較的進んでいるのがドイツ。ドイ

ツの公共放送は、州単位がベースになっていま

す。そいう仕組みを作った、１９６０年代、世界

中にベトナム戦争反対とか学生市民運動が盛り

上がったとき、ドイツも漸くそのときに若者た

ちが親の責任を問う声を上げた。大人は何をや

っていたのだ、ナチスドイツの台頭をどういう

ふうに許してしまったのかと。そのときにメデ

ィアもいろんな批判にさらされた。西ドイツで

は番組制作に従事する人たちが、自分の良心に

照らしてきちんと事実を把握して編集しそれを

曲げないで放送する。意見が対立する問題につ

いては、できるだけ多角的に･･･などを内容とす

る編集綱領を作った。 

日本の場合企業内組組合ですよね、欧米は職

能組合です。例えばカメラマンはカメラマンの

組合があり、編集マンは編集マンの組合がある。

ディレクターはディレクターの、ですから同じ

放送局内に 3 つ 4 つ組合がある。そういう職能

的な連帯をきちっとしながら番組制作者の表現

の自由を制度的に確立しようとする運動が

1969 年の春、西部ドイツ放送協会であった。そ

の背景としてベトナム反戦運動が盛り上がるな

かで、ドイツは 1968 年、68 世代が第 2 次世界

大戦を総括しない親世代に反発して立ち上がっ

た。ドイツは原発の新設について日本以上に運

動を起こして、ストップをかけるということが

ありました。そういう多様な市民運動の出発点
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になったのが、その 68 年世代といわれる人たち

です。 

取材対象者との密着と癒着というのは紙一重

だと思いますね。そういう状況がドイツでもあ

る。番組制作者の自由の領域が狭められたとこ

とがあったので、そういう自主性、編集権獲得、

という運動が広がっていった。良心に照らして

の内部的自由の確率というのは、放送の役割、

視聴者の知る権利、市民の知る権利、という放

送の役割の実現と表裏一体なのです。世論形成

のファクターとして、自ら多様な世論を形成し

て、積極的で主体的な役割を担っているのは放

送に携わる制作者たちです。そこで戦争の体験

を親たちも徐々に語りだして、組織にからめと

られて人間の弱さであるとか、それをどう克服

するのか、というようなことを色々議論した。

そこが日本との大きな違いのような気がします。

西ドイツでは社民党の主導下で改正された

1985 年 3 月、放送法のなかで内部的放送の自由

の思想が復活して、そういう編集綱領も実定法

上、制度化された。 

もう一つ大事なことですが、制作者の良心的

な自由、システム、仕組みの問題です。独立行政

機関がないのは中国と北朝鮮とロシアと日本ぐ

らいだと言っていましたけど、日本でも戦後の

2 年半ばかりですが、電波監理委員会というの

がありました。それ以来、日本では独立行政機

関は消えて、すべて旧郵政省、今の総務省がい

ろんな権限を握っている。先ほどの公共メディ

アというのは通信もやりだしたから、という話

をしました。電波というのは通信と放送に使わ

れています。各種の無線などもそうです。飛行

機が飛べるのも電波で誘導するわけです。日本

の場合は、放送も通信に関する政策の立案であ

るとかも含めて管轄は総務省になっています。

産業振興とか規制、免許、事業者の監督、これら

全部を総務省が担当している。 

アメリカでは FCC が独立行政機関としてい

ろいろ放送行政関係の政策の立案、産業振興も

担えば免許であるとか放送事業者、通信事業者

の監督、場合によっては行政指導をやっている。

だいたい 2000 人とか 2000 数百人の職員がい

る、イギリスのオフコムという連邦通信庁は、

テレビはテレビ、通信は通信とか、5 つくらいの

独立した団体が一緒になって誕生したのですが、

日本でこれに近いのがかつての電波管理局です。

日本の場合、いかに総務省の権限が強いかとい

うことです。 

今，４Ｋ８ＫをやたらＮＨＫは宣伝していま

す。僕らは四苦八苦と呼んでいますけど、要す

るにあれはアベノミクスの成長戦略の一環なん

です。画面がとてもきれいになってくるという

ことは、医療用の機器にも応用できます。それ

まで見逃していたちょっとした細かいガンの細

胞も見つかるようになる。技術的には貢献度も

全くないということはない。だけど視聴者が年

収 200 万だ 300 万だ、100 何万だと暮らしてい

るなかで、四苦八苦して受像機なんか買い換え

るなどは難しい。 

5 年に 1 回の再免許の資料請求をしても、ほ

とんど黒塗りで出てくるのです。メディア総研

の事務局長の岩崎さんと二人で免許ってどうい

うふうにやっているのか調べた。（総務省は）番

組内容まで細かく聞いているのです。今アナロ

グからデジタルになったから、ＵＳＢメモリー

を持っていけばいい。アナログのころ書類、紙

のベースの時はトラックで運んだという話も聞

きました。局によっては、それほど膨大な資料

があるのです。行政指導が多くなったのは第 1

次安倍政権の菅総務大臣のときからです。それ

までは、めったに取材報道の自由、表現の自由、

言論の自由、そういうものについては政権たる

もの、政治家たるものは口をはさむものではな

いという認識があった。行政指導、産業振興か

ら行政指導、再免許まで、今はみんな総務省が

握っています。これだけ膨大な権限を持ってい
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るというの、国際的にみて極めて異例です、 

独立した行政機関、独立した放送委員会が必

要だとなったときに、具体的な中身も詰めてい

かなければいけない。もし日本も行政機関をつ

くろうとなった場合、その委員の選任はどうす

るのか、どういう権限を与えるのかと、ＦＣＣ

のように 2000 人も必要かどうかはともかくと

して、1000 人とか、千何百人、そのスタッフを

どうやって集めるのか。みんなで話していると

きにＮＨＫの放送文化研究所（文研）の人が面

白いことを言って、いや文研も独立してもいい

んだよと。文研はけっこう制作者を経験した人

や報道や記者を経験した人、もちろん管理部門

から来た人たちがいます。「山に飛ばされる」と

言って、愛宕山にＮＨＫの文研がある、上司に

目出度くないことをやっちゃうと山に飛ばされ

ると。だけど非常に優秀な人が揃っているわけ

です。例えばＮＨＫ放送文化研究所を独立させ

て、その独立行政員会のスタッフにするとか、

情報通信政策局の中から然るべき立場の人に来

てもらったり、ＮＨＫとか民放の番組審議会の

委員とか事務局をやっていた人にも来てもらっ

たり、場合によっては大学の憲法であるとか放

送や通信関係に詳しい人に来てもらったり,Ｂ

ＰＯの事務局にも入ってもらう。そういうのを

統合すれば、スタッフは集まるんじゃないか。 

あとは権限と会員の選任です。イギリスは、

公的な委員を選ぶ審査委員会があるが、日本に

はない。ＢＰＯの委員の選任の仕方というのが

参考になるのではないか。いまＢＰＯの理事長

は浜田純一さん、東大の教授の現役ですが、そ

の前は清水英夫さんでした。そういう第三者性

を担保できる組織が委員を選任する。 

ＮＨＫは日本の八つのグループ、各ブロック

からと全国、ということで委員が選任されてい

る。特定の業界に偏らないように選んでいると

いうが、ここ十数年は特に企業の経営者、元経

営者に偏っているのではないかという気はしま

す。これはかつて日放労が言っていたのですが、

ブロックごとに全国から選ばれる経営委員のブ

ロックで、例えば自薦他薦で例えば東北地区は

この人がいいですという人を東北地区の視聴者

は挙げていく。複数の立候補者が出たら、自分

が手を挙げたり、推薦されたりした人が、経営

委員になったらこんなことをやりますという立

会演説会みたいなものを開いて選挙をする。受

信料支払は義務というのではなく権利として確

立していく運動です。こういうことで皆さんと

共にやりましょうとＮＨＫの経営委員会も、執

行部も決議してくれれば、僕は明日にでも受信

料の支払いを再開するつもりです。 

実は今ほぼ定説になっているのは放送政策課

長が経営委員の候補のリストをつくって官邸に

届けて、（政府が提案し）国会の同意を得て、総

理大臣が任命している。というやり方を改めて、

そういう自薦他薦で討論会を開いて選挙する。

それで公正で透明性のある選考基準と選考過程

を経て経営委員を選ぶ。会長も、執行部も経営

委員会が任命するということになっていますが、

視聴者の参加を求める。最終的には視聴者が選

ぶようにする、という仕組みです。 

ＮＨＫの予算、毎年の事業計画は政府与党が

握っていますが、国会で審議する前に自民党の

総務部会、政調会、総務会それぞれの会議に会

長以下出席して個別の番組も含めて答えていま

す。場合によっては人事の話もする。どうもＮ

スペのこの番組をつくったディレクターがどこ

かの九条の会に呼ばれて講演して話をしたみた

いだけど、そういう特定の党とつながりのある

団体の講演に行って話をするのはいかがなもの

かと、というような話もされたりする。それに

答えないわけにはいかない。 

そこで僕は、イギリスのＢＢＣみたいに更新

するにあたって 1 年か、1 年半くらいかけて、

いろんなアンケートを取ったり、視聴者を集め

て意見を聞く会を開いたり、有識者がいろいろ
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提案したりして、次の 10 年のＢＢＣの方針とい

うかコンセプトといいますか、どういうことを

公約してほしいか、やってほしいと、番組のこ

とも当然論議する。 

いきなり 10 年というわけにもいきませんが、

5 年に 1 回は国会でＮＨＫの 5 年間の事業計画

なり、おおよその予算・資産計画、資金計画は審

議するけど、後は経営委員会が議決すればその

年の事業計画、予算は執行されるものとする。

そのためには法律の改正が必要になる。そうし

て政治家などが口を挿んだり、時の政権とか声

のでかい政治家の声に左右されないような公共

放送、ＮＨＫのあり方を考えられる。市民団体

で議論したり、それを持ち寄って全国的な会議

を開いたり、具体的な提案づくりなどやってい

くといいのかなと、と思っています。 

民主党政権になったときに原口一博総務大臣

になったわけですけど、すぐに総務省というか

官僚に潰されてしまった。当時東大総長の浜田

純一さんが座長になって、副座長が長谷部恭男

さんだったと思いますが、今後のＩＣＴ分野に

おける国民の権利保障等のあり方を考えるフォ

ーラム、日本版ＦＣＣの設置を目指そうじゃな

いか提案があったが、1 年もしないうちに、その

話どこへ行っちゃったということになった。そ

ういう議論をそのあたりから積み重ねていくと、

独立行政機関の在り方とか、ＮＨＫのあり方で

あるとか、がはっきりした輪郭を見せて来てい

たんじゃないかと思います。 

最後に、市民連合と野党 5 会派の共通政策と

いうのが発表されました。①から⑬まである。

例えば①、安倍政権が進めようとしている憲法

改定、とりわけ第九条改定に反対し、改憲発議

そのものをさせないために全力を尽くすこと。

⑬国民の知る権利を確保する観点から番組の報

道の自由を徹底するため、放送事業者の監督を

総務省から切り離し、独立行政委員会で行う新

たな放送法制を構築すること。そういう仕組み

を構築しようと今年の 5 月 29 日付で共通政策

が発表されました。この共通政策の 13 項目めに

そういうことが盛り込まれたことを大事にして

いきたい。皆さんにも具体的にそういう行政機

関の在り方も議論して頂きたい。（了） 


